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総則 

１ 適用範囲 

  この規格表は、白山分屯基地における糧食購入要求書、糧食発注変更書及び検査指

令書の作成、発行に適用する。 

２ 一般事項 

（１）調達する糧食品については、原則として食品衛生法及びＪＡＳ規格に基づくもの

とし、規格表に定めていない糧食品については、必要の都度規格を示す。 

（２）見本指定品については、必要の都度示す。 

（３）受領検査は、規格に基づき実施するとともに次のとおりとする。 

  ア 納入場所は、航空自衛隊白山分屯基地中部高射群第１４高射隊基地業務小隊厚

生班給養係検収場及び隊外連絡所を原則とする。 

  イ アに示す場所へ納入が困難な場合は、その理由を明示し、航空自衛隊小牧基地

第１輸送航空隊基地業務群会計隊契約担当官の許可を受けた場合に限り、官側の

指示した場所への納品を許可する。 

  ウ 納入時間（１１４５～１３００）（郵送の場合は、午前中若しくは、１４００～

１６００を指定）の厳守。 

  エ 納品の際、大量調理施設衛生管理マニュアル（平成９年３月２４日衛食第８５

号別添及び平成２９年６月１６日付け生食発０６１６第１号）に基づき、食材毎

に５０ｇ程度ずつ検食用として保存する必要があるため、魚介及び獣鳥肉類につ

いては、清潔なビニール袋に５０ｇ程度を入れ、別で納品するものとする。他に

パン等の調理加工品の員数物については発注量に、保存食及び検食用として３個

加え納品するものとする。 

３ 着意事項 

（１）規格表の「〇〇程度」と示した数量は、±１０％の範囲内とする。 

（２）規格表の「同等品」とは、指定した品若しくは同等以上の品とし、その場合は、

契約担当官に予め了承を得るものとする。 

（３）規格表の取り扱いについては、厳正に行い、特に紛失等には十分留意し、年度交

換時及び当分屯基地との取引を中止する場合は、確実に処分するものとする。 
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１ 穀類及び同加工品 

（１）穀類及び同加工品共通規格 

  ア 日本農林水産省規格を有するものについては、それぞれに該当する規格に適合

すること。 

  イ 品質良く、乾燥を十分にしてカビ等を認めないこと。 

  ウ 異味異臭、不純物の混入なく品揃い（粒揃い）で砕け及び未熟な物のないこ

と。 

  エ 固有の光沢及び風味を有し、病虫害を認めないこと。 

  オ 名称又は品名、原材料名、内容量、賞味期限又は消費期限、保存方法、販売者

又は製造者を表示してあること。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ 内地米Ａ １ 完全精米の米１袋３０ｋｇ 

２ 袋に納入会社名、穀米年度種別、区分及び精米日が

表記されていること。 

３ 銘柄：こしひかり又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

４ 産年は、その都度示す。 

ｋｇ 

２ 内地米Ｂ １ 完全精米の米１袋１０ｋｇ 

２ 袋に納入会社名、穀米年度種別、区分及び精米日が

表記されていること。 

３ 銘柄：こしひかり又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

４ 産年は、その都度示す。 

ｋｇ 

３ 餅米 １袋５ｋｇ 袋 

４ 押し麦 １ １袋８００ｇ 

２ 銘柄：はくばく又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

袋 

５ 発芽玄米 １ １袋５００ｇ 

２ 銘柄：ファンケル又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

袋 

６ 十五穀米 １ １袋５００ｇ 

２ 銘柄：ハウス食品又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

袋 

７ 切餅 １ １個４０ｇ程度個別包装したもの。 

２ １袋１ｋｇ 

袋 

８ 焼目餅 １ １箱２０個入り、１個３５g 

２ 銘柄：フレック又は同等品以上のもの（他社の製品 

箱 
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   を含む）。  

９ 小麦粉 １ １袋１ｋｇ 

２ 銘柄：日清製粉又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

袋 

１０ パン粉 １ 乾燥良好なもの 

２ １袋１ｋｇ 

ｋｇ 

１１ スパゲッティ 

Ａ 

１ 直径１．８ｍｍ、長さ２５ｃｍ程度 

２ デュラムセモリナ１００％、１袋４ｋｇ 

袋 

１２ スパゲッティ 

Ｂ 

１ 長さ１２．５ｃｍ程度 

２ 他は、Ｎｏ．１１に同じ 

袋 

１３ マカロニＡ １ カットマカロニ 

２ デュラムセモリナ１００％ 

３ １袋１ｋｇ 

ｋｇ 

１４ マカロニＢ １ ツイストマカロニ 

２ Ｎｏ．１３にねじりを加えたもの。 

ｋｇ 

１５ クルトン １ １ｃｍ角にカットしたもの。 

２ １袋１００ｇ程度 

袋 

１６ 天かす １袋１００ｇ 袋 

１７ 切麩 １ 乾燥良好なもの 

２ １袋１ｋｇ 

ｋｇ 

１８ そうめん １袋５００ｇ ｋｇ 

１９ 焼きそば １ ソース焼きそば用蒸し麵 

２ １袋２００ｇ 

袋 

２０ 皿うどん １ １個５０ｇ程度 

２ 袋入り、個別包装 

個 

２１ 冷凍ナン １ １袋１００ｇ程度 

２ 袋入り、個別包装 

個 

２２ 冷凍うどん １ １玉２００ｇ 

２ １袋５玉入り。 

３ 銘柄：ニチレイ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

袋 

２３ 冷凍そば 同上 袋 

２４ 冷凍中華麺 同上 袋 

２５ 冷凍スパゲッ

ティ 

同上 袋 

２６ 冷凍きしめん １ １玉２００ｇ 

２ １袋５玉入り。 

袋 
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  ３ 銘柄：シマダヤ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

 

２７ 冷凍焼きうど

ん 

１ うどん、豚肉、キャベツ及び人参等の入っている

もの。 

２ ボイリングパック、１袋１ｋｇ 

３ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

２８ 冷凍焼きそば １ 焼きそば、豚肉、キャベツ及び人参等の入ってい

るもの。 

２ ボイリングパック、１袋１ｋｇ 

３ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

２９ 冷凍塩焼きそ

ば 

１ 焼きそば、豚肉、キャベツ及び人参等の入っている

もの。 

２ ボイリングパック、１袋１ｋｇ 

３ 銘柄：ベスト又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

３０ 冷凍焼きビー

フン 

１ ボイリングパック、１袋５００ｇ 

２ 銘柄：ケンミン又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

袋 

３１ 冷凍ナポリタ

ン 

１ ボイリングパック、１袋１ｋｇ 

２ 銘柄：しまだや又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

袋 

（２）パン共通規格 

  ア 変質、変形等なく、異味異臭のないもの。 

  イ 衛生的な包装に入っていること。 

  ウ 袋に製造年月日を明記すること。 

  エ 惣菜パン、菓子パンの消費期限については、納入日から２～３日程度とする。 

No. 品  名 規     格 単位 

３２ バターロール １ １個３０ｇ程度、１袋６個入り。 

２ 銘柄：山崎製パン又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

袋 

３３ ソーセージパ

ン 

１ １個１２０ｇ、ソーセージ３０ｇ程度 個 

３４ あんぱん １ １個１００ｇ、あん４０ｇ程度 個 

３５ チーズ蒸しパ

ン 

１ １個１００ｇ程度 個 
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２ 銘柄：山崎製パン又は同等品以上のもの（他社の

製品 

  を含む）。  

３６ メロンパン １ １個１００ｇ程度 

２ 銘柄：山崎製パン又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

個 

３７ カレーパン １ １個１００ｇ、カレー４０g程度 

２ 銘柄：山崎製パン又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

個 

３８ デリパン １ ランチパック、１袋２個入り 

２ 種類は、その都度示す。 

３ 銘柄：山崎製パン又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

袋 

３９ チョココロネ １ １個９０ｇ程度 

２ 銘柄：神戸屋又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

４０ フランスパン １ １個１６５ｇ程度 

２ 銘柄：敷島製パン又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

個 

４１ ナイススティ

ック 

１ １個９０ｇ程度 

２ 銘柄：山崎製パン又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

個 

４２ クリームパン １ １個９０ｇ程度 

２ 銘柄：山崎製パン又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

個 

４３ カステラパン １ アーモンドカステラ 

２ １個９０ｇ 

３ 銘柄：神戸屋又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

４４ あげパン １ あげパン番長 

２ １個１００ｇ程度 

３ 銘柄：神戸屋又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

４５ 朝食パン 種類及び銘柄は、その都度示す。 個 

４６ 朝食パンセッ

トＡ 

１ セット内容 

  菓子パン２個、飲物１個２００ｍｌ、魚肉ソーセー

ジ１個７５ｇを袋詰めしたもの。 

個 



5 

 

２ 賞味期限が２週間以上あるもの。 

３ 菓子パン及び飲物の内容については、その都度示 

   す。 

４ 銘柄：コモ製品又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

 

４７ 朝食パンセッ

トＢ 

１ セット内容 

  菓子パン２個、飲物１個２００ｍｌを袋詰めしたも

の。 

２ 同上 

個 

４８ ＬＬクロワッ

サン 

１ 毎日クロワッサン 

２ 種類は、その都度示す。 

３ 銘柄：コモ製品又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

個 

４９ ＬＬパン １ ＬＬパン 

２ 種類は、その都度示す。 

３ 銘柄：コモ製品又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

個 

（３）インスタント共通規格 

  ア 賞味期限が４か月以上で容器に破損等なきもの。 

  イ 添加物は、食品衛生法に許可されたものを使用する。 

No. 品  名 規     格 単位 

５０ インスタント

ラーメンＡ 

日清製品、とんこつ味 個 

５１ インスタント

ラーメンＢ 

日清製品、みそ味 個 

５２ インスタント

ラーメンＣ 

日清製品、しお味 個 

５３ インスタント

ラーメンＤ 

日清製品、しょうゆ味 個 

５４ インスタント

ラーメンＥ 

日清チキンラーメン 個 

５５ インスタント

ラーメンＦ 

日清あっさりおいしいカップヌードル 個 

５６ インスタント

ラーメンＧ 

日清あっさりおいしいシーフードヌードル 個 

５７ インスタント

ラーメンＨ 

日清あっさりおいしいカレーヌードル 個 
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５８ インスタント

ラーメンＩ 

メーカー及び種類は、その都度示す。 個 

５９ インスタント

うどんＡ 

日清どん兵衛、きつねうどん 個 

６０ インスタント

うどんＢ 

日清どん兵衛、肉うどん 個 

６１ インスタント

うどんＣ 

日清御前 個 

６２ インスタント

うどんＤ 

メーカー及び種類は、その都度示す。 個 

６３ インスタント

焼きそばＡ 

日清ＵＦＯ、ソース焼きそば 個 

６４ インスタント

焼きそばＢ 

日清ＵＦＯ、塩焼きそば 個 

６５ インスタント

焼きそばＣ 

メーカー及び種類は、その都度示す。 個 

６６ インスタント

そばＡ 

日清どん兵衛、天ぷらそば 個 

６７ インスタント

そばＢ 

日清どん兵衛、鴨だしそば 個 

６８ インスタント

そばＣ 

日清御前 個 

６９ インスタント

そばＤ 

メーカー及び種類は、その都度示す。 個 

７０ インスタント

春雨Ａ 

日清食品、種類はその都度示す。 個 

７１ インスタント

春雨Ｂ 

メーカー及び種類は、その都度示す。 個 

（４）レトルト御飯セット、パスタセット共通規格 

  ア 製造後２か月以内のもの。 

  イ レトルト白飯３２０ｇ又はレトルト麺３４０ｇ、レトルトの具、フォークスプ

ーン及びライスボックスをまとめて真空パックにしたもの。 

No. 品  名 規     格 単位 

７２ レトルト飯セ

ットＡ 

牛丼、容量２００ｇ 個 

７３ レトルト飯セ

ットＢ 

ビーフカレー、容量２１０ｇ 個 
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７４ レトルト飯セ

ットＣ 

肉じゃが、容量２４０ｇ 個 

７５ レトルト飯セ

ットＤ 

ハッシュドビーフ、容量２１０ｇ 個 

７６ レトルト飯セ

ットＥ 

煮込みハンバーグ、容量１６０ｇ 個 

７７ レトルト飯セ

ットＦ 

牛肉カルビ、容量１８０ｇ 個 

７８ レトルト飯セ

ットＧ 

親子丼、容量１８０ｇ 個 

７９ レトルトパス

タセットＡ 

パスタセット（ナポリタン）、容量３４０ｇ 個 

８０ レトルトパス

タセットＢ 

パスタセット（ビーフシチュー）、容量３４０ｇ 個 

８１ レトルトセッ

ト 

種類は、その都度示す。 個 

８２ パック飯 １ 真空パック入り、１個２００ｇ 

２ 銘柄：カトチキ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

個 

８３ ストックライ

スセットＡ 

カレーピラフ、ミルボアハンバーグ、容量３６０ｇ 個 

８４ ストックライ

スセットＢ 

北海鮭わかめご飯、豚角煮、容量３００ｇ 個 

８５ ストックライ

スセットＣ 

とり飯、スクランブルエッグ、容量３２０ｇ 個 

８６ ストックライ

スセットＤ 

あなご飯、味付鶏飯、容量３００ｇ 個 

８７ ストックライ

スセットＥ 

チキンライス、角切りソーセージ、容量３００ｇ 個 

８８ ストックライ

スセットＦ 

種類は、その都度示す。 個 
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２ 芋類及びでん粉共通規格 

（１）芋類共通規格 

  ア 市場規格「Ｂ」以上 

  イ 鮮度良好で、大きさ及び重量がそろっているもの。 

  ウ 病虫害、外傷無く土砂、異質物等の付着及び混入のないもの。 

  エ とう立ち、枯れ葉、「す」入り及びひび割れ等のないもの。 

  オ 発芽等の認められないもの。 

（２）冷凍芋類共通規格 

   日本冷凍食品協会「冷凍食品検査規定」に適合するもの。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ 男爵芋 サイズＭ又はＬ ｋｇ 

２ 馬鈴薯 同上 ｋｇ 

３ さつま芋 重さ２００ｇ以上 ｋｇ 

４ 里芋 １ 土、ひげ根及び新芽を除いたもの。 

２ １個６０ｇ程度 

ｋｇ 

５ 冷凍里芋 １ Ｎｏ．４の皮をむき、冷凍処理したもの。 

２ １袋５００ｇ 

袋 

６ 長いも 大きさの揃ったもの。 ｋｇ 

７ 冷凍とろろ芋 １ 国産の長芋の皮をむき、すりおろして冷凍処理した

もの。 

２ １袋５００ｇ 

袋 

８ 角こんにゃく １ 灰白色 

２ ２５０ｇ程度 

ｋｇ 

９ 糸こんにゃく １ 灰白色及び糸状 

２ ２５０ｇ程度 

ｋｇ 

１０ しらたき １ 白色及び糸状 

２ ２５０ｇ程度 

ｋｇ 

１１ マッシュポテ

ト 

１袋１ｋｇ 袋 

１２ フレンチフラ

イポテト 

１ ストレートタイプ、１袋１ｋｇ 

２ 銘柄：大冷又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

袋 

１３ ハッシュドポ

テト 

１ １個６４ｇ程度 

２ 銘柄：大冷又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

個 

１４ でん粉 １袋５００ｇ、馬鈴薯でん粉１００％ ｋｇ 

１５ 春雨 １ １袋５００ｇ ｋｇ 
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２ 長さ２５ｃｍ程度で水に浸して弾力性及び光沢の

あるもの。 
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３ 砂糖・甘味料 

  共通規格 

  名称又は品名、原材料名、内容量、賞味期限又は消費期限、保存方法及び販売者又は

製造者を表示してあること。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ 砂糖 １ 純白で光沢があり、細粒状で固まりのないもの。 

２ 異味異臭を感じず、爽快甘味を有すること。 

３ １袋１ｋｇ 

ｋｇ 

２ 三温糖 １ 淡黄色で固まりのないもの。 

２ １袋１ｋｇ 

ｋｇ 

３ グラニュー糖 １ 純白で光沢があり、ザラメ状のもの。 

２ １袋１ｋｇ 

ｋｇ 
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４ 菓子類 

  共通規格 

  名称又は品名、原材料名、内容量、賞味期限又は消費期限、保存方法及び販売者又は

製造者を表示してあること。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ 冷凍ショート

ケーキ 

１ ショートケーキ 

２ １個８５ｇ、１箱６個 

３ 冷凍品で切ったもの。 

４ 凍結状態がよく破損及びつぶれ等がなく再冷凍で

ないもの。 

５ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

箱 

２ 冷凍チョコケ

ーキ 

１ チョコレートケーキ 

２ １個６０ｇ、１箱６個入り 

３ 他は、Ｎｏ．１に同じ 

箱 

３ 冷凍チーズケ

ーキ 

１ ベイクドチーズケーキ 

２ １個６５ｇ、１箱６個 

３ 他は、Ｎｏ．１に同じ 

箱 

４ 冷凍アップル

パイ 

１ アップルパイ 

２ １個６５ｇ、１箱６個 

３ 他は、Ｎｏ．１に同じ 

箱 

５ 冷凍ベリーケ

ーキ 

１ いちごとブルーベリーのケーキ 

２ １個７５ｇ、１箱６個 

３ 他は、Ｎｏ．１に同じ 

箱 

６ ペアシューク

リーム 

１ １個４５ｇ 

２ カスタードと生クリームが層になっているもの。 

３ 銘柄：ＪＴフーズ又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

個 

７ ブッセ １ １個２１ｇ 

２ 凍結状態がよく、破損及びつぶれ等がなく、再冷凍

でないもの。 

３ 銘柄：テーブルマーク又は同等品以上のもの（他社

の製品を含む）。 

４ 種類は、その都度示す。 

個 

８ 原宿ドック １ １個３５ｇ 

２ 銘柄：ニチレイ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

個 
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  ３ 種類は、その都度示す。 個 

９ ババロア １ １個５０g 

２ 凍結状態がよく、破損及びつぶれ等がなく、再冷凍

でないもの。 

３ 種類は、その都度示す。 

４ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

１０ 野菜マフィン １ １個２４ｇ 

２ 凍結状態がよく、破損及びつぶれ等がなく、再冷凍

でないもの。 

３ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

１１ カップデザー

ト 

１ １個６０ｇ冷凍 

２ 種類は、その都度示す。 

３ 銘柄：ニチレイ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

個 

１２ ムースベース １ １袋１ｋｇ 

２ ピーチペースト及びパイン果肉入り。 

袋 

１３ ひなあられ １ １袋１２０ｇ、子袋入り。 

２ 銘柄：ぼんち又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

１４ 桜もち １ １個６０ｇ 

２ 冷凍品不可 

３ 製造後、２４時間以内のもの。 

個 

１５ 柏もち Ｎｏ．１４に同じ 個 

１６ チョコレート

Ａ 

１ キットカット 

２ 個別包装、１個１０ｇ 

３ １袋１４個 

４ 銘柄：ネスレ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

１７ チョコレート

Ｂ 

１ ブラックサンダー 

２ １袋２０ｇ 

３ 銘柄：ユウラク又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

個 

１８ チロルチョコ １ 個別包装、１個１０ｇ 

２ 種類は、その都度示す。 

３ 銘柄：松尾製菓又は同等品以上のもの（他社の製品

個 
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を含 

   む）。  

１９ スイートポテ

ト 

１ １個４５ｇ 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

２０ カルシウムウ

エハース 

１ 袋入り、１枚７．５ｇ 

２ 銘柄：ハマダ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

２１ ソイジョイ １ １本３０ｇ 

２ 種類は、その都度示す。 

３ 銘柄：大塚製薬又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

個 

２２ カロリーメイ

ト 

１ 種類は、その都度示す。 

２ 銘柄：大塚製薬又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

個 

２３ クリーム玄米

ブラン 

１ １枚１８ｇ、１袋４枚 

２ 銘柄：アサヒフード＆ヘルスケア又は同等品以上の

もの（他社の製品を含む）。 

袋 

２４ 毎日果実 １ １枚８ｇ、１袋４枚 

２ 銘柄：江崎グリコ又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

袋 
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５ 油脂類 

共通規格 

  名称又は品名、原材料名、内容量、賞味期限又は消費期限、保存方法及び販売者又は

製造者を表示してあること。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ 食用油 １ 日本農林水産省規格による大豆又は菜種の白絞油

で清澄なもの。 

２ １缶１６．５ｋｇ 

缶 

２ サラダ油 １ 菜種、大豆及びとうもろこしを原料とする。 

２ １本１．６ｋｇ 

３ 銘柄：日清又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

本 

３ 胡麻油 １ 日本農林水産省規格による純胡麻油を主原料とし

た食用胡麻油 

２ １本１．６ｋｇ 

本 

４ オリーブオイ

ル 

１ 純正品 

２ １本１Ｌ 

本 

５ バター １ １箱２００ｇ 

２ 銘柄：雪印又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

本 

６ ベビーマーガ

リン 

１ 香味良く調味され、天然バターに類似しているも

の。 

２ 子袋入り、１個１５ｇ 

箱 

７ ラー油 １ １本３１ｍｌ 

２ 銘柄：Ｓ＆Ｂ食品又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

本 
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６ 種実類 

共通規格 

  名称又は品名、原材料名、内容量、賞味期限又は消費期限、保存方法及び販売者又は

製造者を表示してあること。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ 白胡麻 乾燥良好 ｋｇ 

２ 黒胡麻 乾燥良好、着色不可 ｋｇ 

３ すり胡麻 １ Ｎｏ．１をすりおろしたもの。 

２ １袋１ｋｇ、乾燥良好なもの。 

ｋｇ 

４ ねり胡麻 Ｎｏ．１をペースト状にしたもの。 ｋｇ 

５ 味胡麻 １ ボトル入り１本５５g、しょうゆ味付き 

２ 銘柄：浜乙女又は同等品以上のもの。 

本 

６ 栗の水煮 １ 真空パック入り、１パック１ｋｇ 

２ １粒１０ｇ程度 

３ 良質の栗を水煮にしたもの。 

ｋｇ 

７ ピーナッツパ

ウダー 

１ 和え物用 

２ 乾燥良好な落花生の粉末 

ｋｇ 
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７ 豆類及び同加工品 

共通規格 

（１）農林水産省検査２等合格品又は同等品以上のもの。 

（２）病虫害なく、粒揃いで異物の混入のないもの。 

（３）未熟粒及び砕粒等不完全粒の混入のないもの。 

（４）乾燥良好にして、衛生的な包装又は容器に入っていること。 

（５）遺伝子組換えでないもの。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ 白味噌 １ 甘味噌 

２ １袋２０ｋｇ 

３ 銘柄：マルコメ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

ｋｇ 

２ 赤味噌 １ １袋１ｋｇ 

２ 銘柄：イチビキ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

ｋｇ 

３ 西京味噌 １ １袋４００ｇ 

２ 銘柄：石野味噌又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

袋 

４ 木綿豆腐 １ 精選大豆を原料とし、白色できめ細かく適度な固さ

を保つもの。 

２ プラスチック容器入り、１個４５０ｇ程度 

個 

５ 絹ごし豆腐 Ｎｏ．４に同じ 個 

６ サイコロ豆腐 １ １袋１ｋｇ 

２ 銘柄：大冷又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

袋 

７ パック豆腐 １ 精選大豆を原料とし、白色できめ細かく適度な固さ

を保つもの。 

２ １人用のパックで１５０ｇ程度 

個 

８ 焼き豆腐 １ Ｎｏ．４を焼き上げたもの。 

２ プラスチック容器入り、１個２３０ｇ程度 

個 

９ 厚揚 １ Ｎｏ．４を良質植物油で揚げたもの。 

２ 厚さ１ｃｍ、重さ４０ｇ程度 

ｋｇ 

１０ 油揚 １ Ｎｏ．４を良質植物油で揚げたもの。 

２ 厚さ１ｃｍ、重さ２０ｇ程度 

ｋｇ 

１１ 高野豆腐Ａ １個１０ｇ程度 個 

１２ 高野豆腐Ｂ １個３ｇ程度 個 

１３ 納豆 １ 糸引納豆、粘着力が強く、粒の揃ったもの。 個 
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２ １個５０ｇ程度 

１４ 水煮大豆 １ １袋１ｋｇ 

２ マルサン又は同等品以上のもの。 

ｋｇ 

１５ がんもどきＡ １ 豆腐を主体とし、人参、牛蒡、昆布及び胡麻等４種

類以上の具を混合したものを良質植物油で揚げたも

の。 

２ １個１００ｇ程度 

個 

１６ がんもどきＢ １ Ｎｏ．１５に準ずる。 

２ １個２０ｇ程度 

個 

１７ きんちゃくＡ １ 冷凍１個４０ｇ 

２ もちきんちゃく 

３ 銘柄：ダイレイ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

個 

１８ きんちゃくＢ １ 冷凍１個４０ｇ 

２ 五目きんちゃく 

３ 銘柄：ダイレイ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

個 

１９ おから １ 光沢一様であり、固く絞ったもの。 

２ 特有の豆臭があり、納品日当日に製造されたもの。 

３ １袋１ｋｇ 

ｋｇ 

２０ 乾燥湯葉 １ 国産の黒豆を使用したもの。 

２ １袋８０ｇ程度 

袋 

２１ 黒豆煮豆 １ 国産の黒豆を使用したもの。 

２ 粒が均一で煮くずれのないもの。 

３ 銘柄：フジッコ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

袋 

２２ 小豆 １袋１ｋｇ 袋 

２３ 小倉つぶあん １袋１ｋｇ 袋 

２４ ミックスビー

ンズ 

１ レッドギドニー、マローファットビーンズ及びガル

バンゾーのミックス 

２ 冷凍処理したもの。 

３ １袋５００ｇ 

袋 

２５ 黄粉 １袋５００ｇ 袋 

２６ 福豆 １袋１０ｇ程度をパックしたもの。 袋 

２７ プレーン豆乳 １ １本２００ｍｌ 

２ 銘柄：紀文又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

本 
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２８ コーヒー豆乳 Ｎｏ．２７に同じ 本 

２９ イチゴ豆乳 Ｎｏ．２７に同じ 本 

３０ 抹茶豆乳 Ｎｏ．２７に同じ 本 

３１ 紅茶豆乳 Ｎｏ．２７に同じ 本 
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８ 魚介類及び同加工品 

（１）鮮魚共通規格 

  ア 表面は、新鮮な光沢を有し、鱗が固着していること。 

  イ 眼球に張りがあり、青黒く生き生きとして、角膜が透明であること。 

  ウ えらは、鮮紅色で身は締まり、弾力性があって骨に密着していること。 

  エ 身切れ及び腹切れが無く、一様に魚体が揃っていること。 

  オ 固有の生臭さはあるが、異臭は認められないもの。 

  カ 納品時に現物を検査官が確認するため、納品の郵送を不可とする。 

（２）冷凍魚共通規格 

  ア 鮮度良好で、油焼け及び冷凍焼けがないもの。 

  イ 十分に凍結し光沢があり、眼球は陥没していなく角膜が混濁していないこと。 

  ウ 解凍後は、鮮魚と同様になること。 

  エ 身切れ及び腹切れが無く、一様に魚体が揃っていること。 

  オ 加工品等は、骨抜き、切身及び内蔵を除く形の整ったもの。 

  カ 納品時に現物を検査官が確認するため、納品の郵送を不可とする。 

（３）貝類共通規格 

  ア 新鮮で品種固有の色と色沢があり、むき身の場合は適度の弾力があって、肉崩れ

のないもの。 

  イ 粒がおおむね揃っているもの。 

  ウ 死貝、泥、砂石及び海藻等が混入していないもの。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ アジ切身 １ 冷凍 

２ 真鯵、１切れ１４０ｇ程度 

３ ３枚卸しフィレー 

切 

２ アジ １ 鮮魚 

２ 頭及び内蔵を取り除いたもの。 

３ 真鯵、１尾１５０～１８０ｇ 

尾 

３ サバ切身 １ 冷凍切身 

２ １切れ１４０ｇ程度 

切 

４ サバ １ 鮮魚 

２ １尾５００ｇ程度 

尾 

５ 塩サバ Ｎｏ．３に塩をまぶしたもの。 切 

６ 鮭切身Ａ １ 冷凍 

２ １切れ１２０ｇ程度 

切 

７ 鮭切身Ｂ １ 冷凍 

２ １切れ６０ｇ程度 

切 

８ 鮭切身Ｃ １ 冷凍 切 



20 

 

  ２ １切れ３０ｇ程度  

９ 塩鮭 Ｎｏ．６に塩をまぶしたもの。 切 

１０ サーモン １ 冷凍切身（アトランティック） 

２ １切れ１２０ｇ程度 

切 

１１ タラＡ １ 鮮魚フィレー 

２ 三枚に卸したもの。 

切 

１２ タラＢ １ 冷凍切身 

２ １切れ１２０ｇ程度 

切 

１３ 銀鱈 １ 冷凍切身 

２ １切れ１２０ｇ程度 

切 

１４ メルルーサ １ 冷凍 

２ １切れ１２０ｇ程度 

切 

１５ ブリ切身 １ 冷凍 

２ １切れ１２０ｇ程度 

切 

１６ ブリＡ １ 鮮魚フィレー刺身用 

２ 三枚に卸したもの。 

ｋｇ 

１７ ブリＢ 鮮魚１尾３ｋｇ以上 尾 

１８ 秋刀魚Ａ １ 鮮魚 

２ １尾１７０ｇ程度 

尾 

１９ 秋刀魚Ｂ １ 冷凍 

２ １尾１７０ｇ程度 

尾 

２０ 秋刀魚Ｃ １ 鮮魚 

２ 頭及び内蔵を取り除いたもの。 

３ １尾１４０ｇ程度 

尾 

２１ 秋刀魚開き １ 鮮魚 

２ 腹開きにしたもの。 

３ １尾１７０ｇ程度 

尾 

２２ カレイＡ １ 冷凍切身 

２ 頭、尾及び内蔵（卵巣は除く）を取り除いたもの。 

３ １切れ１５０ｇ程度 

切 

２３ カレイＢ １ 冷凍切身 

２ 頭、尾及び内蔵（卵巣は除く）を取り除いたもの。 

３ 子持ちで、均一に卵巣の入ったもの。 

４ １切れ１５０ｇ程度 

切 

２４ 鰯Ａ １ 鮮魚（真鰯の中羽） 

２ １尾１００ｇ程度 

尾 

２５ 鰯Ｂ １ 冷凍（真鰯の中羽） 尾 
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  ２ １尾１００g程度  

２６ 鰯Ｃ １ 鮮魚（真鰯の中羽） 

２ 頭及び内蔵を取り除いたもの。 

３ １尾８０ｇ程度 

尾 

２７ 鰯Ｄ １ 鮮魚（真鰯の中羽） 

２ 腹開きにしたもの。 

３ １尾８０ｇ程度 

尾 

２８ 太刀魚 １ 冷凍切身 

２ １切れ１２０ｇ程度 

切 

２９ キス １ 冷凍開き 

２ 頭、内蔵を取り除いたもので、１枚４０ｇ程度 

枚 

３０ サワラ １ 冷凍切身 

２ １切れ１２０ｇ程度 

切 

３１ 赤魚 １ 冷凍切身（アラスカメヌケ） 

２ １切れ１２０ｇ程度 

切 

３２ メカジキ １ 三枚卸しフィレーを切身にし、厚さを均一にしたも

の。 

２ １切れ１２０ｇ程度 

切 

３３ マグロＡ １ 刺身用短冊（冷凍） 

２ メバチマグロ又はキハダマグロの正肉で、血合肉及

びすじを除いたもの。 

ｋｇ 

３４ マグロＢ １ ネギトロ用（冷凍） 

２ 刺身用マグロを加工したもの。 

ｋｇ 

３５ カツオ １ 鮮魚 

２ １尾５００ｇ以上 

尾 

３６ カツオたたき １ 焼き霜降りにしたもの。 

２ １節５００ｇ程度 

３ 真空パック入り、１パック１節 

ｋｇ 

３７ ハマチ １ 鮮魚フィレー刺身用 

２ １枚１２０ｇ程度 

ｋｇ 

３８ ワカサギＡ １ 鮮魚 

２ １尾２５ｇ程度 

尾 

３９ ワカサギＢ １ 冷凍 

２ １尾２５ｇ程度 

尾 

４０ 鮎 １ 冷凍 

２ １尾１００g程度 

尾 

４１ ウナギ １ 冷凍蒲焼 ｋｇ 
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  ２ １匹２００ｇ程度 

３ たれを漬けて焼いたもの。 

 

４２ 鯛切身 １ 冷凍 

２ １切れ１２０ｇ程度 

切 

４３ 金目鯛 １ 冷凍 

２ １尾１２０ｇ程度 

尾 

４４ スズキ １ 鮮魚 

２ フィレー切身 

３ １切れ１２０ｇ程度 

切 

４５ ホッケ １ 鮮魚 

２ 三枚卸しにしたもの。 

３ １切れ１４０ｇ程度 

切 

４６ イカ １ 刺身用（紋甲いか） 

２ 皮及び内蔵を取り除いたもの。 

３ １パック５００ｇ 

ｋｇ 

４７ つぼぬきいか

Ａ 

１ 冷凍（するめいか） 

２ １パイ１００g程度 

ｋｇ 

４８ つぼぬきいか

Ｂ 

１ 冷凍（するめいか） 

２ 輪切りにしたもの。 

ｋｇ 

４９ 華イカ １ 冷凍（紋甲いか） 

２ １．５ｃｍにカットしたもので縦横に切れ目をいれ

たもの。 

３ １袋１ｋｇ 

袋 

５０ いかそうめん １ 冷凍（あおりいか） 

２ 細作りにしたもの。 

３ １パック５００ｇ 

ｋｇ 

５１ ゆでたこ １ 無頭 

２ スライスしたもの。 

ｋｇ 

５２ 大正海老 １ 冷凍 

２ 頭、殻及び背わたを取り除いたもの。 

３ １匹３５ｇ程度 

ｋｇ 

５３ むき海老Ａ １ 冷凍（あかすむきえび） 

２ １匹８ｇ程度 

３ １袋１ｋｇ 

ｋｇ 

５４ むき海老Ｂ １ １匹２５ｇ程度 

２ 他は、Ｎｏ５３に同じ 

ｋｇ 

５５ 芝海老 １ 冷凍 ｋｇ 
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  ２ １匹１５ｇ程度  

５６ 甘えびむき身 １ 刺身用 

２ １匹１０ｇ程度 

ｋｇ 

５７ あさり 大きめで粒揃いのもの。 ｋｇ 

５８ あさりむき身 １ 冷凍 

２ 大きさ中程度で粒揃いのもの。 

ｋｇ 

５９ はまぐり Ｎｏ．７５に同じ ｋｇ 

６０ しじみ 大きさ中程度で粒揃いのもの。 ｋｇ 

６１ ホタテ １ 刺身用 

２ １つ１０ｇ程度 

ｋｇ 

６２ ボイルホタテ １ 冷凍ベビーホタテ 

２ １袋１ｋｇ入り。 

袋 

６３ シーフードミ

ックス 

１ １袋１ｋｇ、いか、むき海老及びあさり等の入って

いるもの。 

２ 銘柄：三水フーズ又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

袋 

６４ ツナ缶 １ Ｔ２Ｋ号、内容量１７０５ｇ 

２ 銘柄：宝幸又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

缶 

（４）塩干し魚共通規格 

  ア 鮮魚を加塩貯蔵したもので塩味適度にて品質良好なもの。 

  イ 塩蔵品の検量は、塩を除く。 

  ウ 形が完全で大きさが揃っているもの。 

  エ 特有の香りがあり、異味異臭のないもの。 

（５）加工品共通規格 

  ア 新鮮な材料を使用したもので、名称又は品名、原材料名、内容量、賞味期限又は

消費期限、保存方法及び販売者又は製造者を表示してあること。 

  イ 変質及び変形等なく、異味異臭のないもの。 

  ウ 衛生的な包装又は容器に入っているもの。 

No. 品  名 規     格 単位 

６５ アジ干物 １ 真鯵を干したもの。 

２ 身は肉厚で、１枚８０ｇ程度 

枚 

６６ ホッケ干物 １ 三枚卸しにしたホッケを干したもの。 

２ 身は肉厚で、１枚１５０ｇ程度 

枚 

６７ 鰯みりん干し １ 鰯を調味料に漬け込んだ後、干したもの。 

２ 特有の香りがあり肉厚良好なもの。 

３ けし又は胡麻を振り乾燥良好なもの。 

枚 
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４ １枚６０ｇ程度 

６８ 子持ちししゃ

も 

長さ１５ｃｍ、重さ２０～３０ｇ ｋｇ 

６９ しらす干し １ 乾燥良好で形の崩れていないもの。 

２ 特有の香味のあるもの。 

ｋｇ 

７０ ちりめんじゃ

こ 

１ 国産 

２ 特有の香味があり、異味異臭で雑物（砂等）の混入

のないもの。 

３ 乾燥十分で形の崩れていないもの。 

ｋｇ 

７１ 田作り よく乾燥した４ｃｍ程度の鰯を煎った後調味したもの。 ｋｇ 

７２ 鮭フレーク １ 衛生的に処理されたもの。 

２ 過度の塩分及び着色不可 

３ １瓶２５０ｇ 

本 

７３ かつお節Ａ １ 花かつお 

２ 本かつお特有の香味を有し、鮮度良好なもの。 

３ １袋１００ｇ 

袋 

７４ かつお節Ｂ １ 削り節 

２ 本かつお特有の香味を有し、鮮度良好で、厚手のも

の（粉末化したものを除く）。 

３ １袋１００ｇ 

 袋 

７５ 桜エビ １袋２００ｇ程度、着色不可 袋 

７６ たらこ １ 鮮紅色で、固有の形状を持ち、着色の少ないもの。 

２ 冷凍不可 

ｋｇ 

７７ 辛子明太子 １ 同上 

２ 銘柄：ふくいち同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

ｋｇ 

７８ いくら １ 鮭の卵粒を塩蔵したもので卵粒の破裂のないもの。 

２ プラスチック容器入り。 

ｋｇ 

７９ 数の子 １ １本３０ｇ程度 

２ 1 箱５００ｇ 

箱 

８０ 塩クラゲ １ クラゲを小さく切り、塩蔵したもの。 

２ １袋１ｋｇ 

袋 

８１ イカ塩辛 １ 新鮮なイカを原料にしたもの。 

２ 着色不可 

３ １袋５００ｇ 

袋 

８２ 帆立貝柱水煮 真空パック入り、１袋１ｋｇ ｋｇ 

８３ 紅白蒲鉾 １ でん粉質２０％以下で、上質の白身を原料とし、練 本 
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りの良質なもの。 

  ２ 製造後、５日以内のもの。 

３ １本２３０ｇ程度 

 

８４ 正月かまぼこ １ 芯に絵柄が入っているもの。 

２ 他は、№８３に同じ。 

個 

８５ 伊達巻 １ 製造後、２日以内のもの。 

２ １本５００ｇ程度 

本 

８６ はんぺん １ でん粉質２０％以下で、上質の白身を原料とし、練

りの良好なもの。 

２ 製造後２日以内のもの。 

３ １個８０ｇ 

個 

８７ ナルト巻き 市販包装品、１個１３０ｇ程度 個 

８８ さつま揚げ １ 良質の植物油を使用して揚げたもの。 

２ 野菜の混入１０％以下 

３ １個５０ｇ程度 

個 

８９ ごぼう巻き １ さつま揚げの材料でごぼうを芯に巻き、良質の植物

油で揚げたもの。 

２ 1 本６０ｇ 

本 

９０ 竹輪 １ でん粉質２０％以下で、上質の白身を原料とし、練

りの良好なもの。 

２ 薄身で焼き上がりが良好なもの。 

３ １本８０ｇ程度 

ｋｇ 

９１ かにかま １ かまぼこを、カニ足状に仕上げたもの。 

２ 真空パック入り、１本１５ｇ、１袋５００ｇ 

袋 
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９ 獣鳥肉類及び同加工品 

（１）獣鳥肉類共通規格 

  ア 屠殺法合法品であること。 

  イ 臭気は、異臭を感じさせないこと。 

  ウ 色沢は、固有の色沢を有し、表面が湿潤しているもの。 

  エ 肉質は、弾力があり、指で圧しても跡が直ちに消えるもの。 

  オ 外観は、異状を認めないもの。 

  カ 表示は、食品衛生法施工基準に定める表示のあるもの。 

  キ タンパク質分解酵素等の肉軟化剤の使用は、不可。 

  ク 鶏肉は、国産のもの。 

  ケ 衛生的な包装又は容器に入っていること。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ 牛ロース １枚２２０ｇ程度（ステーキ用） ｋｇ 

２ 牛サーロイン １枚１８０ｇ程度（ステーキ用） ｋｇ 

３ 牛ばら（Ａ） １ 厚さ４ｍｍ、長さ８ｃｍ程度にスライスしたもの。 

２ 脂身２０％以下 

ｋｇ 

４ 牛ばら（Ｂ） １ 厚さ２ｍｍ、長さ５ｃｍ程度にスライスしたもの。 

２ 脂身２０％以下 

ｋｇ 

５ 牛バラ（Ｃ） １ 小間切れ 

２ 脂身２０％以下 

ｋｇ 

６ 牛もも 厚さ４ｍｍ、長さ５ｃｍ程度にスライスしたもの（青椒

肉絲用）。 

ｋｇ 

７ 牛角切 １ 牛バラ肉を、約２ｃｍ角に切ったもの。 

２ 脂身２０％以下 

ｋｇ 

８ 牛挽肉 １ ネック、そとももの一部及びすね肉等を２回以上ミ

ンチにしたもの。 

２ 脂肪２３％以下 

３ 製造後１２時間以内 

ｋｇ 

９ 牛すじ １ すじ肉（アキレス腱を含む） 

２ ４ｃｍ程度に切ったもの。 

ｋｇ 

１０ 牛レバー １ 鮮紅色な肝臓（心臓を除いたもの） 

２ １個４０ｇ程度 

ｋｇ 

１１ 豚ロース(Ａ) １枚１５０ｇ程度 ｋｇ 

１２ 豚ロース(Ｂ) １ 厚さ４～５ｍｍ、長さ６～７ｃｍにスライスしたも

の（炒めもの用）。 

２ 脂身２０％以下 

ｋｇ 

１３ 豚ロース(Ｃ) １ 厚さ１～２ｍｍ、長さ４～５ｃｍにスライスしたも ｋｇ 
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   の（しゃぶしゃぶ用）。 

２ 脂身２０％以下 

 

１４ 豚ロース(Ｄ) １ 小間切れ 

２ 脂身２０％以下 

ｋｇ 

１５ 豚ヒレ １枚８０ｇ程度 ｋｇ 

１６ 豚ばら １ 厚さ４ｍｍ、長さ５ｃｍ程度にスライスしたもの。 

２ 脂身４０％以下 

ｋｇ 

１７ 豚角切 １ 肩及びもも肉の精肉を約２ｃｍ角に切ったもの。 

２ 脂身４０％以下 

ｋｇ 

１８ 豚挽肉 １ ネック、そとももの一部及びすね肉等を２回以上ミ

ンチにしたもの。 

２ 赤身肉８０％以上 

３ 製造後１２時間以内 

ｋｇ 

１９ 焼豚 １ もも及び肩ロース肉を使用して作った焼豚を厚さ

３ｍｍ程度にスライスしたもの（ラーメン用）。 

２ 端部分の混入は、不可。 

ｋｇ 

２０ 合挽肉 １ 豚ひき肉と牛ひき肉を４：６の比率で混合したも

の。 

２ 脂肪２２％以下 

ｋｇ 

２１ 豚レバー Ｎｏ．１０に同じ ｋｇ 

２２ 鶏ささみ身 １ 若鶏 

２ １本７０ｇ程度 

３ 透明感のあるピンク色で、すじを除いたもの。 

ｋｇ 

２３ 鶏手羽元 骨付ぶつ切り、１切れ４０ｇ程度 ｋｇ 

２４ 鶏骨付もも １ １本２３０ｇ程度 

２ 下ももに張りがあって、丸みのあるもの。 

本 

２５ 鶏もも（Ａ） １ 若鶏骨付もも肉から骨を除いたもの。 

２ １枚３００ｇ程度 

ｋｇ 

２６ 鶏もも（Ｂ） Ｎｏ．２５を１切５０ｇ程度に切ったもの（唐揚げ用）。 ｋｇ 

２７ 鶏もも（Ｃ） Ｎｏ．２５を１切１．５ｃｍ角程度に切ったもの（煮物

用）。 

ｋｇ 

２８ 鶏もも（Ｄ） Ｎｏ．２５を１切１５０ｇ程度に切ったもの。 ｋｇ 

２９ 鶏むね 約２ｃｍ角に切ったもの。 ｋｇ 

３０ 鶏手羽先 １ 若鶏の腕から羽先までの部分から手羽元を切り取

ったもの。 

２ ゼラチン質を多く含むもの。 

３ １個４０ｇ程度 

ｋｇ 
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３１ 鶏挽肉 鶏もも肉の精肉を、２回以上ミンチしたもの。 ｋｇ 

３２ 鶏レバー Ｎｏ．１０に同じ ｋｇ 

（２）肉加工品共通規格 

  ア 良質で新鮮な原料を衛生的に加工したもの。 

  イ カビの発生、変質、変色及び変形のないもの。 

  ウ 着色及び塩分過多のものは不可。 

No. 品  名 規     格 単位 

３３ ベーコン １ 豚のバラ肉のベーコン。 

２ 赤身及び脂肪はきれいに重なっているもの。 

３ 燻煙がよくきき、つやがあること。 

４ 製造後、２週間以内のもの。 

５ 冷凍不可 

ｋｇ 

３４ ロースハム １ 製造後、２週間以内のもの。 

２ 冷凍不可 

ｋｇ 

３５ プレスハム １ 寄せハム 

２ 製造後、２週間以内のもの。 

ｋｇ 

３６ ウインナー １ １本１５ｇ程度、粗挽き及び腸詰めのもの。 

２ 製造後、１週間以内のもの。 

３ 冷凍不可 

４ 銘柄：日本ハム（シャウエッセン）又は同等品以上

のもの（他社の製品を含む）。 

ｋｇ 

３７ ミニウインナ

ー 

１ １袋９０ｇ程度 

２ 銘柄：伊藤ハム（ウインナービッツ）又は同等品以

上のもの（他社の製品を含む）。 

袋 

３８ チキンソフト １ １袋１００ｇ、冷凍処理したもの。 

２ 銘柄：スノーマン又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

袋 

３９ ミートボール １個１０ｇ程度、１袋１ｋｇ ｋｇ 
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１０ 卵類及び同加工品 

   共通規格 

（１）変質及び変形等なく、異味異臭のないこと。 

（２）衛生的な包装又は容器に入っていること。 

（３）名称又は品名、原材料名、内容量、賞味期限又は消費期限、保存方法及び販売者

又は製造者を表示してあること。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ 鶏卵 １ 卵殻がざらざらし、新鮮色で破損及び不潔でないこ

と。 

２ 皿上に割ったとき、卵黄が完全に盛り上がっている

こと。 

３ 市場規格「Ｍ」 

４ 集荷日又は賞味期限が明記されていること。 

５ 賞味期限が１週間あるもの。 

ｋｇ 

２ うずら卵 １ Ｎｏ．１に同じ 

２ １パック１０個入り。 

パック 

３ 温泉卵 １ １個５０ｇ程度の個別包装したものでたれ付き。 

２ 納品後、１週間保存可能なもの。 

個 

４ 卵豆腐 １ だし付き 

２ プラスチック容器入り、１個１００ｇ 

個 

５ 出汁巻卵 １本３００ｇ程度、製造後２日以内のもの。 本 

６ 旬彩焼き １ １袋５００ｇ、ボイリングパック 

２ 銘柄：スノーマン又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

袋 

７ 冷凍スクラン

ブルエッグ 

１ １袋５００ｇ、ボイリングパック 

２ 銘柄：大冷又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

袋 

８ 冷凍オムレツ １ １個６０ｇ程度 

２ 銘柄：スノーマン又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

個 

９ 目玉焼き風オ

ムレツ 

１ １個３５ｇ、ボイリングパック 

２ 銘柄：スノーマン又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

個 

１０ ハムエッグフ

ライ 

１ １個８０ｇ程度 

２ 銘柄：すぐる又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

１１ 錦糸卵 １袋５００ｇ 袋 
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２ 銘柄：ケンコーマヨネーズ又は同等品以上のもの

（他社 

   の製品を含む）。  

１２ 鶏卵水煮缶 １ １号缶 

２ 国産鶏卵の水煮 

３ 銘柄：天狗又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

缶 

１３ うずら卵缶 １ ２号缶 

２ 国産うずら卵の水煮 

３ 銘柄：キューピー同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

缶 
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１１ 乳類 

   共通規格 

（１）風味良好で異味異臭のないもの。 

（２）カビ及び雑物の夾雑等の混入のないもの。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ 牛乳（Ａ） 紙パック入り、１本１Ｌ 本 

２ 牛乳（Ｂ） １ 紙パック入り、１本２００ｍｌ 

２ ストロー付き 

本 

３ 生クリーム 紙パック入り、１本２００ｍｌ 本 

４ サワークリー

ム 

１ １個１００ｇ 

２ 銘柄：メイトー又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

個 

５ スキムミルク １ １袋２２５ｇ 

２ 銘柄：森永乳業又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

袋 

６ プレーンヨー

グルト 

１ １箱４００ｇ 

２ 銘柄：明治ブルガリアヨーグルト又は同等品以上の

もの（他社の製品を含む）。 

箱 

７ ヨーグルトＡ １ プレーン、１個９０ｇ、スプーン付き。 

２ 銘柄：森永又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

個 

８ ヨーグルトＢ １ りんご 

２ りんごの実が入っているもの。 

３ 他は、Ｎｏ．７に同じ 

個 

９ ヨーグルトＣ １ アロエ 

２ アロエの実が入っているもの。 

３ 他は、Ｎｏ．７に同じ 

個 

１０ 飲むヨーグル

ト 

１ １本１Ｌ 

２ 銘柄：明治乳業又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

本 

１１ コーヒー牛乳

（Ａ） 

１ 紙パック入り、１本２００ｍｌ、ストロー付き。 

２ コーヒー分１．２％程度 

３ 銘柄：雪印又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

本 

１２ コーヒー牛乳

（Ｂ） 

１ 紙パック入り、１本２００ｍｌ、ストロー付き。 

２ 他は、Ｎｏ．１１に同じ 

本 
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１３ フルーツ牛乳

（Ａ） 

１ 紙パック入り、１本１Ｌ 

２ 果汁１０％未満 

３ 銘柄：雪印又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

本 

１４ フルーツ牛乳

（Ｂ） 

１ 紙パック入り、１本２００ｍｌ、ストロー付き。 

２ 他は、Ｎｏ．１３に同じ 

本 

１５ チーズ １ プロセスチーズ、１箱２００ｇ 

２ カット済み、１個１０ｇ 

３ 製造後、１か月以内のもの。 

４ 銘柄：雪印又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

箱 

１６ とろけるチー

ズ 

１ プロセスチーズ、１袋５枚 

２ １枚１８ｇ、１枚毎包装 

３ 製造後、１か月以内のもの。 

４ 銘柄：雪印又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

袋 

１７ ピザ用チーズ １ ナチュラルチーズ、１袋５００ｇ 

２ 細かい短冊状 

３ 銘柄：雪印又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

袋 

１８ 粉チーズ １ パルメザンチーズ 

２ 筒状容器入り、１本８０ｇ 

３ 製造後、１か月以内のもの。 

４ 銘柄：クラフト又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

本 

１９ ＬＬドリンク

Ａ 

１ 牛乳 

２ １本２００ｍｌ 

３ 常温保存可能なもの。 

４ 銘柄：森永乳業又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

本 

２０ ＬＬドリンク

Ｂ 

１ コーヒー牛乳 

２ 他は、Ｎｏ．１９に同じ 

本 

２１ ＬＬドリンク

Ｃ 

１ フルーツ牛乳 

２ 他は、Ｎｏ．１９に同じ 

本 

２２ プリン １ 卵と牛乳で作った滑らかなもの。 

２ １個８０ｇ、スプーン付き。 

３ 製造後、１週間以内のもの。 

個 
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２３ フルーチェＡ １ イチゴ 

２ １ｋｇ入り。 

３ 銘柄：ハウス食品又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

袋 

２４ フルーチェＢ １ ピーチ 

２ 他は、Ｎｏ．２３に同じ 

袋 

２５ フルーチェＣ １ ミックスオレンジ 袋 

  ２ 他は、Ｎｏ．２３に同じ  

２６ フルーチェＤ １ ミックスベリー 

２ 他は、Ｎｏ．２３に同じ 

袋 
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１２ 野菜共通規格 

（１）野菜及び芋類共通規格 

  ア 市場規格「Ｂ」以上 

  イ 鮮度良好で、大きさ及び重量が揃っているもの。 

  ウ 病虫害及び外傷が無く、土砂、異質物等の付着、混入のないもの。 

  エ とう立ち、枯れ葉、「す」入り及びひび割れ等のないもの。 

  オ 容器等の重量を除く。 

（２）冷凍野菜共通規格 

日本冷凍食品協会「冷凍食品検査規定」に適合するもの。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ キャベツ １ １玉が１ｋｇ以上のもの。 

２ 新キャベツの場合は、１玉が７００ｇ以上のもの。 

ｋｇ 

２ 紫キャベツ １ 固有の色調を呈しているもの。 

２ １玉が５００ｇ以上のもの。 

ｋｇ 

３ 白菜 １ 葉先がしっかり重なった包皮型 

２ １玉が１．５ｋｇ以上のもの。 

ｋｇ 

４ レタス １ むき玉 

２ 弾力を感じる程度の硬さを持ち、みずみずしいも

の。 

３ １玉が４００ｇ以上のもの。 

ｋｇ 

５ サニーレタス 葉は、新鮮で淡緑色 ｋｇ 

６ 長葱 １ 葉肉薄く、軟らかいもの。 

２ 根部を取り除いたもの。 

ｋｇ 

７ 白葱 １ 白い部分が３０ｃｍ以上で、緑葉部は柔らかいも

の。 

２ 根部を取り除いたもの。 

ｋｇ 

８ 万能ネギ １ 葉肉柔らかく特有の香りを有しツヤのあるもの。 

２ 柔らかく伸びすぎていない若芽とする。 

３ 根部を取り除いたもの。 

ｋｇ 

９ 玉葱（Ａ） １ 茎及び根部を取り除き、皮を剥いたもの。 

２ １玉が３００ｇ程度 

ｋｇ 

１０ 玉葱（Ｂ） 皮付きの国産 ｋｇ 

１１ レッドオニオ

ン 

１ 固有の色調を呈しているもの。 

２ 他は、Ｎｏ．１０に同じ 

ｋｇ 

１２ 大根 根及び葉を取り除き、すが無く良質なもの。 ｋｇ 

１３ 人参 短根、１本が２００ｇ程度 ｋｇ 

１４ 胡瓜 １ 濃い緑色又は淡緑色のもの。 ｋｇ 
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  ２ １本が１００ｇ程度  

１５ 南瓜 １ 西洋かぼちゃ 

２ 甘味風味良好なもの。 

３ １玉が３ｋｇ程度 

ｋｇ 

１６ 冷凍南瓜 １ Ｎｏ．１５を３５ｇ程度に切り、冷凍処理したもの。 

２ １袋５００ｇ 

袋 

１７ ナス １ 紫黒色でつや及び張りのあるもの。 

２ １本が２００ｇ程度 

ｋｇ 

１８ 冷凍ナス １ 乱切りにカットされフライにし、冷凍されたもの。 

２ １袋１ｋｇ 

３ 銘柄：大冷又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

袋 

１９ トマト １ 適度の甘味及び酸味を有するもの。 

２ ２３０ｇ程度 

ｋｇ 

２０ プチトマト １ 適度の甘味及び酸味を有するもの。 

２ １５ｇ程度 

ｋｇ 

２１ ホールトマト

缶 

１ １缶５００ｇ 

２ 銘柄：デルモンテ又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

缶 

２２ トマトピュー

レ 

１ １缶５００ｇ 

２ 銘柄：デルモンテ又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

缶 

２３ ほうれん草 １ 結束したもの。 

２ １００ｇ程度 

ｋｇ 

２４ 冷凍ほうれん

草 

１袋１ｋｇ 袋 

２５ にら 葉は、緑色にして光沢があるもの。 ｋｇ 

２６ 小松菜 葉は、緑色にして光沢があるもの。 ｋｇ 

２７ チンゲン菜 葉は、緑色にして光沢があるもの。 ｋｇ 

２８ サラダ菜 葉は、新鮮で淡緑色のもの。 ｋｇ 

２９ セロリ 長さ５０ｃｍ程度 ｋｇ 

３０ アスパラガス １ 市場規格「Ｍ」サイズ 

２ 根本の切り口がみずみずしく緑色がさえているも

の。 

ｋｇ 

３１ ブロッコリー 色沢のいいもの。 ｋｇ 

３２ 冷凍ブロッコ

リー 

１ １袋５００ｇ 

２ 銘柄：大冷又は同等品以上のもの（他社の製品を含

袋 
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む）。 

 

３３ カリフラワー 色が白く、芯の固いもの。 ｋｇ 

３４ 冷凍カリフラ

ワー 

Ｎｏ．３２に同じ 袋 

３５ ピーマン １ 緑色鮮やかで、熟度適当なもの。 

２ ５０ｇ程度 

ｋｇ 

３６ 赤パプリカ １ 赤色鮮やかなもの。 

２ ８０ｇ程度 

ｋｇ 

３７ 黄パプリカ １ 黄色鮮やかなもの。 

２ ８０ｇ程度 

ｋｇ 

３８ むきえんどう １ 粒が揃い、黄色化していないもの。 

２ 皮むきの生実えんどう 

３ 発芽していないもの。 

ｋｇ 

３９ 冷凍むきえん

どう 

１ １袋１ｋｇ 

２ 銘柄：大冷又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

袋 

４０ 絹さや 肉質軟らかく、粒揃いなもの。 ｋｇ 

４１ 冷凍絹さや １ Ｎｏ．４０を冷凍処理したもの。 

２ １袋５００ｇ 

袋 

４２ さやいんげん １ いんげんのさや豆で、完熟品。 

２ 肉質軟らかく、粒揃いなもの。 

ｋｇ 

４３ 冷凍さやいん

げん 

１ Ｎｏ．４２を冷凍処理したもの。 

２ １袋５００ｇ 

袋 

４４ 冷凍枝豆 １ 枝豆を冷凍処理したもの。 

２ １袋５００ｇ 

袋 

４５ 冷凍むき枝豆 １ 剥いた枝豆を冷凍処理したもの。 

２ １袋５００ｇ 

袋 

４６ とうもろこし １ 適度に熟し、粒が密着して一様に揃っていること。 

２ 長さ２５ｃｍ、重さ４００ｇ程度 

ｋｇ 

４７ 冷凍とうもろ

こし 

１ Ｎｏ．４６を冷凍処理したもの。 

２ １袋５００ｇ 

袋 

４８ スイートコー

ン缶 

１ ４号缶 

２ 銘柄：キューピー又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

缶 
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４９ クリームコー

ン缶 

１ ４号缶 

２ 銘柄：アオハタ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

缶 

５０ ヤングコーン

缶 

１ ４号缶 

２ とうもろこしの幼果で、水煮缶。 

缶 

５１ もやし １ 緑豆を発芽させたもので、水洗いをしたもの。 

２ 長さ５ｃｍ以内のもの。 

ｋｇ 

５２ ごぼう １ ひげ、葉皮を取り除いた良質なもの。 

２ ２００ｇ程度 

ｋｇ 

５３ 千切牛蒡 Ｎｏ．５２の皮を除き、長さ５ｃｍ程度の細切りにし、

十分あく抜きをした後白くさらし、水切りしたもの。 

ｋｇ 

５４ 千切り大根 １ 色白く、乾燥良好なもの。 

２ １袋２００ｇ 

ｋｇ 

５５ 筍の水煮 １ 淡竹を水煮にした肉質の軟らかいもの。 

２ 長さ２５ｃｍ以内、重さ２００ｇ程度 

ｋｇ 

５６ れんこん水煮 れんこんをスライスし、水煮にしたもの。 ｋｇ 

５７ ワラビ水煮 ワラビをあく抜きし、水煮にしたもの。 ｋｇ 

５８ ゼンマイ水煮 １ 新鮮な素材を茹でてあく抜きしたもの。 

２ 特有の風味をもち、固いものは不可。 

ｋｇ 

５９ ふき水煮 １ 肉質が軟らかいもの。 

２ 葉切りしてすじを取り 

ｋｇ 

６０ 干ぴょう 色白く、乾燥良好なもの。 ｋｇ 

６１ ズッキーニ １ 形状、色沢の良好な完熟品で甘み、風味ともに良好

なもの。 

２ 径３ｃｍ、長さ２０ｃｍ程度のもの。 

ｋｇ 

６２ ラディッシュ １ 割れのないもので、葉を除いたもの。 

２ １個１０ｇ程度 

ｋｇ 

６３ かぶ 直径１０ｃｍ程度 ｋｇ 

６４ 冬瓜 １ 肉質軟らかく、成熟したもの。 

２ １玉２ｋｇ程度 

ｋｇ 

６５ スナップエン

ドウ 

肉質軟らかく、粒揃いのもの。 ｋｇ 

６６ 菜の花 １ 若い菜の花のつぼみに４ｃｍ程度の青葉がついた

もの。 

２ 茎芯部にすじがなく、軟らかいもの。 

ｋｇ 

６７ モロヘイヤ １ 葉肉が薄く、芯繊維が軟らかいもの。 ｋｇ 
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２ 茶及び黒斑点のないもの。 

６８ おくら １ 緑色鮮やかで、固有の形状を有し、熟度適当なもの。 

２ １袋１００ｇ程度 

ｋｇ 

６９ にがうり １ 鮮やかな濃緑色で、固有の苦みを持ったもの。 

２ １本２００ｇ程度 

ｋｇ 

 

７０ 春菊 葉は、緑色にして光沢があるもの。 ｋｇ 

７１ 七草セット せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すず

な及びすずしろをセットにしたもの。 

 個 

７２ かいわれ大根 １ 色沢の良いもの。 

２ １パック１００ｇ 

ｋｇ 

７３ 豆苗 １ 適度な長さに発芽したもの。 

２ 葉部は淡緑色で軟白部は軟らかくみずみずしいも

の。 

３ １パック１００ｇ程度 

ｋｇ 

７４ ミックスベジ

タブル 

１ 人参、コーン及びグリーンピースの混合品 

２ １袋１ｋｇ 

袋 

７５ にんにく １ 芽の出ていないもの。 

２ １００ｇ程度 

ｋｇ 

７６ にんにくの芽 １ 緑色鮮やかなもの。 

２ 肉質の軟らかいもの。 

ｋｇ 

７７ ししとう １ 緑色鮮やかで、熟度適当なもの。 

２ ５ｇ程度 

ｋｇ 

７８ 根生姜 肉質軟らかく、繊維の少ないもの。 ｋｇ 

７９ みょうが 特有の香味を有し、花のないもの。 ｋｇ 

８０ 大葉 Ｎｏ．７０に同じ ｋｇ 

８１ みつ葉 １ 発育良好なもの。 

２ 茎は白く、葉は緑色にして光沢があるもの。 

ｋｇ 

８２ 水菜 葉肉が薄く繊維が軟らかいもの。 ｋｇ 

８３ フライドオニ

オン 

１ １袋１００ｇ入り。 

２ 銘柄：キューピー又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

袋 

８４ フライドガー

リック 

１ １袋２００ｇ 

２ 銘柄：ハチ食品又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

袋 

８５ たかのつめ １ 乾燥して輪切りにしたもの。 袋 
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２ １袋５ｇ程度 

８６ 木の芽 １ 香りの良いもの。 

２ 葉部のみ、枝及び茎を除いたもの。 

ｋｇ 
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１３ きのこ類 

   共通規格 

（１）鮮度良好で、病虫害のないもの。 

（２）変質及び変形等なく、異味異臭のないもの。 

（３）衛生的な包装又は容器に入っているもの。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ 生椎茸 かさの直径５ｃｍ以上 ｋｇ 

２ 干椎茸 １ 乾燥良好 

２ かさの直径２ｃｍ以上 

ｋｇ 

３ スライス椎茸 Ｎｏ．２をスライスしたもの。 ｋｇ 

４ えのき茸 １ 上部は黄褐色で滑らかで粘質を帯びていること。 

２ １袋２００ｇ程度 

ｋｇ 

５ ぶなしめじ １ ぶなしめじ 

２ １袋１００ｇ程度 

ｋｇ 

６ しめじ １ ブナピー 

２ １袋１００ｇ程度 

ｋｇ 

７ まいたけ 1 袋１００ｇ程度 ｋｇ 

８ エリンギ 茎が白く、しっかりしているもの。 ｋｇ 

９ なめこ 栽培品および柄の部分を除いたもの。 ｋｇ 

１０ マッシュルー

ム缶 

１ １缶８５０ｇ 

２ 銘柄：ＳＳＫ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

缶 

１１ きくらげ(Ａ) １ 乾燥良好 

２ １袋１ｋｇ 

ｋｇ 

１２ きくらげ(Ｂ) Ｎｏ．１１を２～３ｍｍにスライスしたもの。 ｋｇ 
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１４ 海藻類、漬物類 

（１）海藻類共通規格 

   ア 変質及び変形等なく、異味異臭のないこと。 

   イ 衛生的な包装又は容器に入っているもの。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ 若布 １ カット若布、１袋１ｋｇ 

２ 乾燥良好、着色不可 

ｋｇ 

２ ひじき １ 芽ひじき、１袋１ｋｇ 

２ 乾燥良好 

ｋｇ 

３ 味つけのり １ １束５枚、乾燥良好なもの。 

２ 湿気防止包装、袋入り、１袋１００束、乾燥剤入り。 

袋 

４ 青のり粉 １ １袋８ｇ 

２ 銘柄：三島食品又は同等品以上（他社の製品を含

む）。 

袋 

５ 刻みのり １ １袋１００ｇ、乾燥剤入り。 

２ 湿気防止包装 

袋 

６ 手巻き寿司用

のり 

１  １枚１９×１０ｃｍ程度、乾燥良好なもの。 

２ 湿気防止包装、１袋２０枚、乾燥剤入り。 

袋 

7 だし昆布 １ 乾燥良好、着色不可。 

２ １袋１ｋｇ 

ｋｇ 

８ とろろ昆布 １ １袋３０ｇ、乾燥良好なもの。 

２ 銘柄：フジッコ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

袋 

９ 昆布巻き １ 良質の昆布を使用したもの。 

２ １個５ｇ程度 

ｋｇ 

１０ 味付けもずく １ １カップ８０ｇ 

２ 銘柄：山忠食品工業又は同等品以上のもの（他社の

製品を含む）。 

個 

１１ アオサ １ １袋１ｋｇ程度 

２ 暗緑色で風味良好なもの。 

袋 

１２ 海藻サラダ １ １袋１００ｇ、乾燥良好なもの。 

２ 銘柄：リケン又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

１３ 味噌汁の具 １袋５００ｇ入り。 袋 

１４ 子持ちめかぶ １ 個包装の味付けめかぶパック 

２ １パック３０ｇ 

個 

１５ 生刻み昆布 国産の良質な昆布を刻んだもの。 ｋｇ 
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１６ 塩昆布 １ １袋３０g、乾燥良好なもの。 袋 

  ２ 銘柄：フジッコ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

 

１７ のり佃煮 １ 新鮮な生のりを使用し、とろろ昆布等の海藻類の混

入のないもの。 

２ １袋５００ｇ 

袋 

１８ 磯じまんミニ

パック 

１ のり佃煮 

２ アルミパック入り、１個８ｇ程度を４０個毎箱にし

たもの。 

箱 

１９ 昆布佃煮 １ 甘口 

２ １袋１ｋｇ 

袋 

（２）漬物共通規格 

   ア 新鮮な材料を使用し、食品衛生法に基づく添加物以外は、使用していないもの。 

   イ 変質及び変形等なく、異味異臭がないもので、漬かり過ぎ又は漬かっていない

ものがないこと。 

   ウ 固有の香味を持ち、塩分を控えたもの。 

   エ 衛生的な包装又は容器に入っているもの。 

   オ 汁、酒粕及び味噌等検量外とする。 

No. 品  名 規     格 単位 

２０ 沢庵漬 市販品、１袋１ｋｇ ｋｇ 

２１ 楽京漬 市販品、１袋１ｋｇ ｋｇ 

２２ 福神漬 １ 着色不可 

２ 市販品、１袋１ｋｇ 

ｋｇ 

２３ つぼ漬 市販品、１袋１ｋｇ ｋｇ 

２４ 胡瓜漬 １ 浅漬、４８時間程度漬込んだもの。 

２ 市販品、１袋１ｋｇ 

ｋｇ 

２５ 白菜漬 １ 塩漬け後少量の唐辛子及び昆布を加え本漬けした

もの。 

２ 市販品、１袋１ｋｇ 

ｋｇ 

２６ 白菜朝鮮漬 市販品、１袋１ｋｇ ｋｇ 

２７ 高菜漬 １ 高菜とウコンを漬込んだもの。 

２ 市販品、１袋１ｋｇ 

ｋｇ 

２８ 野沢菜漬 １ 九分漬したもの。 

２ 市販品、１袋１ｋｇ 

ｋｇ 

２９ 山菜漬 １ わらび、ふき及びぜんまい等を漬込んだもの。 

２ 市販品、１袋１ｋｇ 

ｋｇ 

３０ 梅干しＡ １ 塩漬け 箱 
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２ 中粒揃いのもの。 

  ３ 市販品、１箱５００ｇ  

３１ 梅干しＢ １ かつお漬 

２ 他は、Ｎｏ．３０に同じ 

箱 

３２ 梅干しＣ １ 蜂蜜漬 

２ 他は、Ｎｏ．３０に同じ 

箱 

３３ 紅しょうが 市販品、１袋１ｋｇ ｋｇ 

３４ 甘酢しょうが １ 根生姜を甘酢に漬込み、薄切りにしたもの。 

２ 市販品、１袋１ｋｇ 

ｋｇ 

３５ 味付けメンマ １ 筍を原料とし、漬込んだもの。 

２ 市販品、１袋１ｋｇ 

ｋｇ 

３６ なめ茸茶漬け １ えのき茸の味付け、固形分６０％以上。 

２ 瓶入り、１本３９５ｇ 

本 

３７ にんにくたま

り漬け 

７０袋入り。 袋 
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１５ 果物類 

   共通規格 

（１）新鮮かつ風味良好で熟しすぎていないもの。 

（２）病虫害、腐敗及び打傷等傷みのないもの。 

（３）変形、変色及び変質等ないもの。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ りんご（Ａ） １ つがる 

２ １個２５０～３００ｇ 

ｋｇ 

２ りんご（Ｂ） １ ふじ 

２ １個２５０～３００ｇ 

ｋｇ 

３ りんご（Ｃ） １ 新世界 

２ １個２５０～３００ｇ 

ｋｇ 

４ りんご（Ｄ） １ 王林 

２ １個２５０～３００ｇ 

ｋｇ 

５ 梨Ａ １ 十二世紀 

２ １個２５０～３００ｇ 

ｋｇ 

６ 梨Ｂ １ 幸水 

２ １個２５０～３００ｇ 

ｋｇ 

７ 梨Ｃ １ 豊水 

２ １個２５０～３００ｇ 

ｋｇ 

８ 梨Ｄ １ 長十郎 

２ １個２５０～３００ｇ 

ｋｇ 

９ ぶどうＡ デラウエア（種なし） ｋｇ 

１０ ぶどうＢ 巨峰 ｋｇ 

１１ ぶどうＣ ピオーネ ｋｇ 

１２ 温州みかん １個１５０ｇ程度 ｋｇ 

１３ 甘夏みかん １個３５０ｇ程度 ｋｇ 

１４ 伊予柑 １個２００ｇ程度 ｋｇ 

１５ 八朔 １個３５０ｇ程度 ｋｇ 

１６ 柚子 １ 黄柚子 

２ １個８０ｇ程度 

ｋｇ 

１７ オレンジ １ バレンシア 

２ １個２００ｇ程度 

ｋｇ 

１８ グレープフル

ーツ 

１ ルビー 

２ フロリダ又はカルフォルニア産 

３ １個４００ｇ程度 

ｋｇ 
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１９ レモン １個９０ｇ程度 ｋｇ 

２０ レモン汁 １ レモン汁１００％、１本４５０ｍｌ 

２ 銘柄：ポッカ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

２１ アムスメロン １ 果肉は、淡緑色で甘味が強く、適度に熟し、香りの

高いもの。 

２ 市場規格 

（１）品質区分「優」 

（２）１個８００ｇ程度 

ｋｇ 

２２ マスクメロン １ アールスフォボリック 

２ 果肉は、淡緑色でネットが果面に平均に細かく現れ

ているもの。 

３ １個１．５ｋｇ程度 

ｋｇ 

２３ スイカ １ 熟度９５％程度のもの。 

２ １個４ｋｇ以上のもの。 

ｋｇ 

２４ キウイ １ １個９０ｇ程度 

２ 適度に熟しているもの。 

ｋｇ 

２５ ゴールデンキ

ウイ 

Ｎｏ．２４に同じ ｋｇ 

２６ バナナ キャベンディッシュ ｋｇ 

２７ アボカド １ 変色のないもの。 

２ ２５０ｇ程度 

ｋｇ 

２８ いちごＡ １ 章姫 

２ 熟度を揃え異種品の混入をしていないもの。 

３ １個１０ｇ以上 

ｋｇ 

２９ いちごＢ １ 女峰 

２ 他は、Ｎｏ．２８に同じ 

ｋｇ 

３０ レーズン １ 乾燥良好 

２ １袋１２０ｇ程度 

袋 

３１ アメリカンチ

ェリー 

１ 色鮮やかで皮に損傷のないもの、未熟及び加熱した

ものは不可。 

２ １個１０ｇ程度 

ｋｇ 

３２ チェリー缶 １ 内容量１９５ｇ 

２ 銘柄：はごろもフーズ又は同等品以上のもの（他社

の製品を含む）。 

缶 

３３ みかん缶 １ 内容量３５０ｇ程度 

２ 銘柄：はごろもフーズ又は同等品以上のもの（他社

缶 
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の製 

   品を含む）。  

３４ 甘夏みかん缶 １ 甘夏みかんのシロップ漬け、２号缶 

２ 銘柄：ＳＳＫ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

缶 

３５ 桃缶Ａ 白桃、５号缶 缶 

３６ 桃缶Ｂ 黄桃、４号缶 缶 

３７ パイナップル

缶 

輪切り、３号缶 缶 

３８ フルーツミッ

クス缶 

１ 特１号、内容量３ｋｇ 

２ 黄桃、りんご、みかん及びパイナップルの混合 

３ 銘柄：グランデーサービス又は同等品以上のもの

（他社の製品を含む）。 

缶 

３９ 杏仁フルーツ １ １袋１ｋｇ 

２ 銘柄：ホシエヌ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

袋 
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１６ 調味料 

   共通規格 

（１）変色、変質及び変形のないもので、衛生的な容器に入っていること。 

（２）製造後、２か月以内のもの。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ 濃口醬油 １ ペットボトル入り、１本１．８Ｌ 

２ 銘柄：キッコーマン又は同等品以上のもの（他社の

製品を含む）。 

本 

２ 淡口醤油 Ｎｏ．１に同じ 本 

３ たまり醤油 １ １本３００ｍｌ 

２ 他は、Ｎｏ．１に同じ 

本 

４ 調理用酒 市販品、１本１．８Ｌ 本 

５ 味醂 １ 本醸造 

２ アルコール分１０％以上 

本 

６ 調理用白ワイ

ン 

１本７００ｍｌ 本 

７ 調理用赤ワイ

ン 

１本７００ｍｌ 本 

８ 食塩 １ 純白で光沢があるもの。 

２ １袋５ｋｇ 

ｋｇ 

９ 食卓塩 １ 食塩１００％ 

２ １本１００ｇ 

本 

１０ 卓上塩胡椒 １ １個２５０ｇ 

２ 銘柄：ダイショー又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

個 

１１ 胡椒 １ １本１６ｇ 

２ 銘柄：Ｓ＆Ｂ食品又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

本 

１２ あらびき胡椒 １ １本１５ｇ 

２ 銘柄：ＳＳＫ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

１３ 食酢 １ 米酢 

２ ペットボトル入り、１本１．８Ｌ 

３ 銘柄：ミツカン又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

本 

１４ すし酢 １ 寿司用合わせ酢 

２ 他は、Ｎｏ．１３に同じ 

本 
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１５ ポン酢 １ １本３５０ｍｌ 本 

  ２ 銘柄：ヤマサ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

 

１６ だしの素 １ １箱１ｋｇ 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

箱 

１７ 白だし １ １本１．８Ｌ 

２ 銘柄：創味食品又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

本 

１８ 麵つゆ １ １本３５０ｍｌ、濃縮タイプ 

２ 銘柄：ヤマキ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

１９ 卓上味の素 １ １本１６ｇ 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

２０ トマトケチャ

ップ 

１ １本１ｋｇ 

２ 銘柄：カゴメ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

２１ マヨネーズＡ １ チューブ入り、１本１ｋｇ 

２ 銘柄：キューピー又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

本 

２２ マヨネーズＢ １ 小袋入り、１個１５ｇ 

２ 銘柄：キューピー又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

個 

２３ タルタルソー

ス 

１ チューブ入り、１本１６０ｇ 

２ 銘柄：キューピー又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

本 

２４ 粒マスタード １ １本１００ｇ 

２ 銘柄：キューピー又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

本 

２５ ブイヨン １ １個１ｋｇ入り 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

２６ コンソメスー

プの素 

１ １袋５００ｇ、粉末状 

２ 銘柄：ハウス食品又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

袋 

２７ ポタージュス Ｎｏ．２７に同じ 袋 
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ープの素 

２９ 卓上ウスター

ソース 

１ １本３００ｍｌ 

２ 銘柄：カゴメ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

３０ 卓上とんかつ

ソース 

Ｎｏ．２９に同じ 本 

３１ お好み焼きソ

ース 

１ チューブ入り、１本５００ｇ 

２ 銘柄：オタフクソース又は同等品以上のもの（他社

の製品を含む）。 

本 

３２ 中華用調味料 １ １箱１ｋｇ 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

箱 

３３ 鶏ガラスープ

の素 

１ 液状のものは不可。 

２ 他は、Ｎｏ．３２に同じ 

箱 

３４ 味覇（ウェイ

パァー） 

１缶５００ｇ 缶 

３５ ふかひれスー

プの素 

１袋２３０ｇ入り。 袋 

３６ 豆板醤 １ １本１１０ｇ 

２ 銘柄：ユウキ食品又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

本 

３７ コチュジャン Ｎｏ．３６に同じ 本 

３８ 甜面醤 １ １本１００ｇ、チューブ入り。 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

３９ オイスターソ

ース 

１ １本１４５ｇ 

２ 銘柄：コーミ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

４０ 塩だれ １ １本２Ｌ 

２ 銘柄：コーミ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

４１ 卸しにんにく １ １本１ｋｇ 

２ 銘柄：Ｓ＆Ｂ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

４２ チューブ生姜 １ １本４０ｇ 

２ 銘柄：Ｓ＆Ｂ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含 

本 
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  む）。  

４３ チューブわさ Ｎｏ．４２に同じ 本 

 び   

４４ チューブから

し 

Ｎｏ．４２に同じ 本 

４５ チューブ柚子

胡椒 

Ｎｏ．４２に同じ 本 

４６ 粉山椒 １ １本１２ｇ 

２ 銘柄：Ｓ＆Ｂ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

４７ 卓上一味唐辛

子 

１ １本１５ｇ 

２ 銘柄：Ｓ＆Ｂ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

４８ 卓上七味唐辛

子 

Ｎｏ．４７に同じ 本 

４９ タバスコ １ １本６０ｍｌ 

２ 銘柄：Ｍｃｉｌｈｅｎｎｙ Ｃｏｍｐａｎｙ（ＵＳ

Ａ）又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）。 

本 

５０ ドライパセリ １ １缶８０ｇ 

２ 銘柄：Ｓ＆Ｂ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

缶 

５１ バジル粉 １ １袋５００ｇ入り。 

２ 銘柄：ギャバン又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

袋 

５２ クレイジーソ

ルト 

１ １本１００ｇ入り。 

２ 銘柄：Ｓ＆Ｂ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

５３ カレー粉 １ １缶２ｋｇ 

２ 銘柄：Ｓ＆Ｂ、又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

缶 

５４ カレールウ １ １箱１ｋｇ、ブロック形 

２ 銘柄：ハウス食品（こくまろ中辛）又は同等品以上

のもの（他社の製品を含む）。 

箱 

５５ カレーフレー

ク 

１ １箱１ｋｇ、フレーク形 

２ 銘柄：Ｓ＆Ｂ又は同等品（特製カレーフレーク）以

上のもの（他社の製品を含む）。 

袋 

５６ カレーホット １ １本２７０ｍｌ 本 
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２ 銘柄：ハウス食品又は同等品以上のもの（他社の製

品を 含む）。 

５７ ハヤシルウ １ １袋１ｋｇ、フレーク形 

２ 銘柄：ハウス食品（完熟トマト）又は同等品以上の

もの（他社の製品を含む）。 

袋 

５８ ビーフシチュ

ーの素 

１ １袋１ｋｇ、顆粒状 

２ 銘柄：ハウス食品又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

袋 

５９ クリームシチ

ューの素 

１ １箱２００ｇ、ブロック形 

２ 銘柄：ハウス食品又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

箱 

６０ ベシャメルソ

ースの素 

１ １袋１ｋｇ、粉末状 

２ 銘柄：リケン又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

６１ おでんの素 １ １箱１００ｇ 

２ 銘柄：Ｓ＆Ｂ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

箱 

６２ 炊き込みご飯

の素Ａ 

１ 五目ご飯 

２ １袋１ｋｇ、レトルトパック 

３ 銘柄：三島又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

袋 

６３ 炊き込みご飯

の素Ｂ 

１ 種類は、その都度示す。 

２ 他は、Ｎｏ．６２に同じ 

袋 

６４ ちらし寿司の

素 

１ １袋１ｋｇ、レトルトパック 

２ 銘柄：ミツカン又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

袋 

６５ 味噌ラーメン

の素 

１ １袋１ｋｇ 

２ 銘柄：味の素（妃醤本仕込みそラーメンスープ）又

は同等品以上のもの（他社の製品を含む）。 

袋 

６６ 醤油ラーメン

の素 

１ １袋１ｋｇ 

２ 銘柄：味の素（妃醤本仕込しょうゆラーメンスープ）

又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）。 

袋 

６７ とんこつラー

メンの素 

１ １袋１ｋｇ 

２ 銘柄：味の素（妃醤横浜とんこつラーメンスープ）

又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）。 

袋 

６８ 塩ラーメンの

素 

１ １袋１ｋｇ 

２ 銘柄：味の素（妃醤本仕込しおラーメンスープ）又

袋 
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は同等品以上のもの（他社の製品を含む）。 

６９ 白湯ラーメン

の素 

１ １本１．８Ｌ 

２ 銘柄：創味食品（九州風ラーメンスープ創味白湯） 

本 

  又は同等品以上（粉末状は不可、液状もしくは半練り

タイプのもの（他社の製品を含む）。 

 

７０ キムチの素 １ １本１Ｌ、ペットボトル入り。 

２ 銘柄：エバラ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

７１ 麻婆豆腐の素 Ｎｏ．７０に同じ 本 

７２ 青椒肉絲の素 Ｎｏ．７０に同じ 本 

７３ ビビンバの素 Ｎｏ．７０に同じ 本 

７４ 回鍋肉の素 Ｎｏ．７０に同じ 本 

７５ タコライスの

素 

Ｎｏ．７０に同じ 本 

７６ ステーキソー

ス 

１ １本１Ｌ、シャリアピン風味 

２ 銘柄：エバラ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

７７ パックステー

キソース 

１ １個２１ｇ程度 

２ 他は、Ｎｏ．７６に同じ 

個 

７８ 焼鳥のたれ １ １本２４０ｍｌ 

２ 銘柄：ダイショー又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

本 

７９ 焼肉のたれ １ １本３００ｇ 

２ 銘柄：エバラ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

本 

８０ 冷やし中華の

たれ 

１ １本１Ｌ 

２ 銘柄：創味食品又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

本 

８１ 餃子のたれ １ １本１５０ｍｌ 

２ 銘柄：ミツカン又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

本 

８２ 味噌だれ １ チューブ入り、１本４００ｍｌ 

２ 銘柄：イチビキ（つけてみそかけてみそ）又は同等

品以上のもの（他社の製品を含む）。 

本 

８３ とり野菜みそ １ １袋２００ｇ 

２ マツヤ食品又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

袋 
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８４ とり野菜みそ

ピリ辛 

Ｎｏ．８３に同じ 袋 

８５ 明太子ソース １ １袋２４０ｇ 

２ 銘柄：キューピー又は同等品以上のもの（他社の製

品を 

袋 

  含む）。  

８６ ゆかり １ １袋２６ｇ入り 

２ 銘柄：三島又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

袋 

８７ 酒粕 １ 白色で板状のもの。 

２ アルコール５％程度 

ｋｇ 

８８ 和風ドレッシ

ング 

１ 和風醤油 

２ １本２８０ｍｌ 

３ 銘柄：ピエトロ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

本 

８９ ドレッシング １ 種類は、その都度示す。 

２ 他は、Ｎｏ．８８に同じ 

本 

９０ ドレッシング

Ａ 

１ 焙煎胡麻 

２ ペットボトル入り、１本１Ｌ 

３ 銘柄：キューピー又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

本 

９１ ドレッシング

Ｂ 

１ サウザンアイランド 

２ 他は、Ｎｏ．９０に同じ 

本 

９２ ドレッシング

Ｃ 

１ 和風ごま醤油 

２ 他は、Ｎｏ．９０に同じ 

本 

９３ ドレッシング

Ｄ 

１ 青じそ 

２ 他は、Ｎｏ．９０に同じ 

本 

９４ ドレッシング

Ｅ 

１ 中華風 

２ 他は、Ｎｏ．９０に同じ 

本 

９５ ドレッシング

Ｆ 

１ シーザーサラダ 

２ 他は、Ｎｏ．９０に同じ 

本 

９６ ドレッシング

Ｇ 

１ イタリアン 

２ 他は、Ｎｏ．９０に同じ 

本 

９７ ドレッシング

Ｈ 

１ 種類は、その都度示す 

２ 他は、Ｎｏ．９０に同じ 

本 
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１７ 嗜好品 

   共通規格 

（１）それぞれの形状にあった適切かつ衛生的な容器に入っていること。 

（２）変色、変質及び変形のないもので、異物混入のないもの。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ 煎茶パック ２ｇパック、１袋５００個入り。 袋 

２ 玄米茶パック Ｎｏ．１に同じ 袋 

３ ウーロン茶パ

ック 

Ｎｏ．１に同じ 袋 

４ 麦茶の素 １ 粉末状のもの。 

２ １袋３００ｇ、６０倍希釈 

袋 

５ スポーツドリ

ンクＡ 

１ １本５００ｍｌ 

２ 銘柄：サンガリア又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

本 

６ スポーツドリ

ンクＢ 

１ チアパック入り、１個２４０ｍｌ 

２ 銘柄：大塚製薬又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

個 

７ スポーツドリ

ンクＣ 

１ 粉末、１袋６０ｇ 

２ 銘柄：大塚製薬又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

袋 

８ パックジュー

スＡ 

１ オレンジ 

２ １個２００ｍｌ、果汁１００％、ストロー付き。 

個 

９ パックジュー

スＢ 

１ アップル 

２ 他は、Ｎｏ．１０に同じ 

個 

１０ パックジュー

スＣ 

１ グレープフルーツ 

２ 他は、Ｎｏ．１０に同じ 

個 

１１ パックジュー

スＤ 

１ グレープ 

２ 他は、Ｎｏ．１０に同じ 

個 

１２ パックジュー

スＥ 

１ 飲むヨーグルト 

２ １個２００ｍｌ、ストロー付き。 

３ 銘柄：ピクニック又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む。） 

個 

１３ パックジュー

スＦ 

１ カルシウム飲料 

２ １個２００ｍｌ、ストロー付き。 

３ 富永食品又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

個 

１４ パック野菜ジ １ パック入り、１個２００ｍｌ、ストロー付き。 個 
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ュース ２ 銘柄：カゴメ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含 

  む）。 

３ 種類は、その都度示す。 

 

１５ パックジュー

ス 

１ １本１Ｌ 

２ 種類は、その都度示す。 

本 

１６ 缶ジュースＡ １ オレンジ 

２ 缶入り、１缶２５０ｇ 

缶 

１７ 缶ジュースＢ １ アップル 

２ 他は、Ｎｏ．１８に同じ 

缶 

１８ 缶ジュースＣ １ パイン 

２ 他は、Ｎｏ．１８に同じ 

缶 

１９ 缶ジュースＤ １ ピーチ 

２ 他は、Ｎｏ．１８に同じ 

缶 

２０ 野菜ジュース

缶 

１ １缶１９０ｍｌ、野菜汁１００％ 

２ 銘柄：伊藤園又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

缶 

２１ 缶コーヒー １ １缶１９０ｍｌ 

２ 銘柄：ダイドードリンコ又は同等品以上のもの（他

社の製品を含む）。 

缶 

２２ 栄養ドリンク １ １本１００ｍｌ 

２ 銘柄：大正製薬又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

本 

２３ ビタミンＣ飲

料 

１ １本１４０ｍｌ 

２ 銘柄：ハウス食品（Ｃ１０００）又は同等品以上の

もの（他社の製品を含む）。 

本 

２４ クエン酸 １ ペットボトル入り、１本９００ｇ 

２ ２０～３０倍希釈用 

３ 銘柄：長岡商事又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

本 

２５ 濃縮乳酸飲料 １ １本５００ｍｌ 

２ 銘柄：カルピス又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

本 

２６ パウチ飲料 １ パウチパック入り、１個３００ｇ 

２ １箱３０個入り。 

３ 各種取混ぜ 

４ 銘柄：トンボ飲料又は同等品以上のもの（他社の製

箱 
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品を含む）。 

２７ ウイダーイン 

ゼリー 

１ １個１８０ｍｌ 個 

 ２ 種類は、その都度示す。 

３ 銘柄：森永製菓又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

２８ パックふりか

けＡ 

１ 小袋入り、１個２ｇ 

２ １袋２０個 

３ すき焼き、おかかごぼう、海苔わさび、青じそひじ

き及び焼鮭味のセット。 

４ 銘柄：永谷園又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

２９ パックふりか

けＢ 

１ 小袋入り、１個２ｇ 

２ １袋２０個 

３ 明太子、梅ゆかり、かつおみりん、鶏たまそぼろ及

び鮭青菜味のセット。 

４ 銘柄：永谷園又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

３０ 茶漬けの素 １ 小袋入り、１個６ｇ 

２ １袋８個 

３ 銘柄：永谷園又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

３１ 鮭茶漬けの素 １ 小袋入り、１個５．５ｇ 

２ １袋６個 

３ 銘柄：永谷園又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

３２ 梅茶漬けの素 Ｎｏ．３３に同じ 袋 

３３ カップ味噌汁 １ 生味噌タイプ、カップ容器付き。 

２ 豆腐、若布及び葱入り。 

３ 個別包装、１個２３ｇ 

個 

３４ 即席味噌汁 １ フリーズドライ、若布、あさり及びしじみ等が入っ

ているもの。 

２ １袋１０ｇ 

３ 銘柄：マルコメ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含 む）。 

袋 

３５ カップスープ

Ａ 

１ パスタスープ 

２ カップ容器付き。 

３ 個別包装、１個２３ｇ程度 

個 
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４ 銘柄：クノール製品又は同等品以上のもの（他社の

製品を含む）。 

３６ カップスープ

Ｂ 

１ コーンスープ 

２ 他は、Ｎｏ．３７に同じ 

個 

３７ クラッカーセ

ット 

クラッカー２袋及びウエハース１個を詰め合わせたも 

の。 

袋 

３８ マーマレード 小袋入り、１個１５ｇ 個 

３９ イチゴジャム Ｎｏ．４０に同じ 個 

４０ チョコスプレ

ッド 

Ｎｏ．４０に同じ 個 

４１ ピーナッツバ

ター 

Ｎｏ．４０に同じ 個 
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１８ 調理加工品 

   共通規格 

（１）ＪＡＳ規格に定められている食品にあたっては、その規格に適合したもの、その 

他の食品にあたっては、食品衛生法規格基準に適合するもの。 

（２）製造後２か月以内のもの。 

（３）変色、変質及び変形のないもの。 

（４）清潔な容器又は包装に入っており、破損等のないもの。 

No. 品  名 規     格 単位 

１ ポテトサラダ １ １袋１ｋｇ、バキュームパック処理したもの。 

２ レストラン用ポテトサラダ 

３ 銘柄：エクシード又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

袋 

２ マカロニサラ

ダ 

Ｎｏ．１に同じ 袋 

３ パンプキンサ

ラダ 

Ｎｏ．１に同じ 袋 

４ ひじきとくわ

いのサラダ 

Ｎｏ．１に同じ 袋 

５ １５種のヘル

シーサラダ 

Ｎｏ．１に同じ 袋 

６ 焙煎ゴマチキ

ン 

Ｎｏ．１に同じ 袋 

７ ひじきと蓮根

のサラダ 

Ｎｏ．１に同じ 袋 

８ レトルトひじ

き煮物 

１ １袋５００ｇ、ボイリングパック 

２ 銘柄：大冷又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

袋 

９ 切干大根煮付

け 

１ １袋１ｋｇ 

２ 銘柄：カモ井又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

１０ 筑前煮 １ １袋１ｋｇ 

２ 銘柄：カモ井又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

１１ きんぴらごぼ

う 

１ １袋１ｋｇ 

２ 銘柄：カモ井又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 
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１２ レトルトカレ

ー 

１ １袋３ｋｇ 

２ 銘柄：Ｓ＆Ｂ又は同等品以上のもの（他社の製品を

含 

袋 

   む）。  

１３ パスタソース

Ａ 

１ １袋１ｋｇ 

２ カルボナーラ 

３ 銘柄：ハウス食品又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

袋 

１４ パスタソース

Ｂ 

１ アラビアータ 

２ 他は、Ｎｏ．１３に同じ 

袋 

１５ パスタソース

Ｃ 

１ 山菜及びきのこの和風ソース 

２ 他は、Ｎｏ．１３に同じ 

袋 

１６ パスタソース

Ｄ 

１ ミートソース 

２ １袋２ｋｇ 

３ 銘柄：ハウス食品又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

４ メーカー及び種類は、その都度示す。 

袋 

１７ ギョーザ １ １個１７ｇ程度 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

ｋｇ 

１８ 水ギョーザ １ １個１２ｇ程度 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

ｋｇ 

１９ シューマイ １ 1 個１５ｇ程度 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

ｋｇ 

２０ 春巻 １ １個５０ｇ程度 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

ｋｇ 

２１ ワンタン １ １個８ｇ程度、１袋２０個 

２ 魚肉、豚肉及び野菜を主原料としたもの。 

３ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

２２ 手羽ギョーサ １ １個５０ｇ程度 個 

２３ 牛肉コロッケ １ １個８０ｇ程度 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 
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２４ カレーコロッ

ケ 

Ｎｏ．２３に同じ 個 

２５ 野菜コロッケ Ｎｏ．２３に同じ 個 

２６ コーンコロッ

ケ 

Ｎｏ．２３に同じ 個 

２７ カボチャコロ

ッケ 

Ｎｏ．２３に同じ 個 

２８ 肉じゃがコロ

ッケ 

Ｎｏ．２３に同じ 個 

２９ カニクリーム

コロッケ 

１ １個５０ｇ程度 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

３０ グラタンコロ

ッケ 

Ｎｏ．２９に同じ 個 

３１ メンチカツ １ １個８０ｇ程度 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

３２ ヒレカツ １ １個３０ｇ 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

３３ エビフライ １ １尾５０ｇ程度 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

３４ エビカツ １ １個２５ｇ程度 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

３５ イカリングフ

ライ 

１ １個２５ｇ程度 

２ 銘柄：新栄又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

個 

３６ イカ天ぷら １ １個６０ｇ程度 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

３７ カキフライ １ １個２５ｇ程度（国産カキ使用） 

２ 銘柄：ちぬや又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

３８ 白身魚フライ １ １個６５ｇ程度 

２ 銘柄：ニチロ又は同等品以上のもの（他社の製品を

個 
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含む）。 

３９ イカフライ １ １個６０ｇ 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

４０ ししゃも唐揚 １ １ｋｇ、５０尾入り。 ｋｇ 

 げ ２ ガーリック味  

４１ かき揚げＡ １ 海鮮かき揚げ、エビ、イカ、貝柱及び玉葱等を使用

したもの。 

２ １個１００ｇ程度 

３ 銘柄：ニチレイ又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

個 

４２ かき揚げＢ １ 野菜かき揚げ 

２ １個１２０ｇ 

３ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

４３ エビチリ １ １袋１ｋｇ 

２ ボイリングパック 

３ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

４４ あらびきハン

バーグ 

１ ボイリングパック、１個１１０ｇ 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

個 

４５ 肉団子（冷

凍） 

１ ボイリングパック、１個５０ｇ程度 

２ 銘柄：味の素又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

ｋｇ 

４６ アジアンチキ

ン 

１個７５ｇ程度、ボイリングパック、１袋６個 袋 

４７ 牛丼の具 １ ボイリングパック、１袋１ｋｇ 

２ 銘柄：吉野家又は同等品以上のもの（他社の製品を

含む）。 

袋 

４８ 鶏レバー煮込

み 

ボイリングパック、１袋１ｋｇ 袋 

４９ 赤貝味付缶 １ 内容量６５ｇ 

２ 銘柄：宝幸又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

缶 

５０ 鉄板焼肉缶 Ｎｏ．４９に同じ 缶 

５１ イカ味付缶 Ｎｏ．４９に同じ 缶 
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５２ 焼鳥缶（Ａ） １ たれ 

２ Ｔ－２Ｋ号、内容量１．２ｋｇ 

３ 銘柄：ホテイフーズ又は同等品以上のもの（他社の

製品を含む）。 

缶 

５３ 焼鳥缶（Ｂ） １ たれ 

２ 内容量７５ｇ 

缶 

  ３ 銘柄：ホテイフーズ又は同等品以上のもの（他社の

製品を含む）。 

 

５４ 焼鳥缶（Ｃ） １ たれ味辛口 

２ 他は、Ｎｏ．５３に同じ 

缶 

５５ 焼鳥缶（Ｄ） １ しお 

２ 他は、Ｎｏ．５３に同じ 

缶 

５６ 牛肉大和煮 １号缶 缶 

５７ 鰯蒲焼缶 １ 内容量１００ｇ 

２ 銘柄：極洋又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

缶 

５８ さけ和風味缶 Ｔ－２Ｋ号、内容量１．８ｋｇ 缶 

５９ 秋刀魚蒲焼缶

Ａ 

１ 内容量１００ｇ 

２ 銘柄：極洋又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

缶 

６０ 秋刀魚蒲焼缶

Ｂ 

１ Ｔ－２Ｋ号、内容量１．４ｋｇ 

２ 銘柄：デリカ食品又は同等品以上のもの（他社の製

品を含む）。 

缶 

６１ 秋刀魚梅煮 １ Ｔ－２Ｋ号、内容量１．４ｋｇ 

２ 銘柄：昭和企画又は同等品以上のもの（他社の製品

を含む）。 

缶 

６２ サバ味噌煮缶

Ａ 

１ 内容量１９０ｇ 

２ 銘柄：宝幸又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

缶 

６３ サバ味噌煮缶

Ｂ 

１ Ｔ－２Ｋ号、内容量１．４ｋｇ 

２ 銘柄：極洋又は同等品以上のもの（他社の製品を含

む）。 

缶 

６４ アジフライ １ １個８０ｇ程度 

２ 銘柄：味の素冷凍食品又は同等品以上のもの（他社

の製品を含む）。 

ｋｇ 

 


